
 

入間市学童保育室設置及び管理条例の一部を改正する条例の要旨 

 

改正の趣旨 

 東町小学校区に新たに設置する学童保育室についての名称、位置及び定員を追加する

ものです。 

 

主な改正内容 

１ 別表第１（第２条関係）に東町第二学童保育室の項を加える。 

２ 施行日 

  平成３１年４月１日 

 

資料１ 


